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歴史の「語り」は誰のものか

-「平和の礎」を事例として一

I . 関心の所在と研究の目的

従来の歴史教育では，歴史を学ぶことは他者

を理解し，ひいては自己を理解することにつな

がると考えられており，社会を形成するうえで

必要なものとされてきた。こう考えてみると，

歴史を学ぶ意義は非常に大きいことのように思

えてくる。

しかし，他方世界に目を向けてみると，歴史

を学ぶことでかえって国家間の衝突が助長され

ている面があることも事実である。つまり，歴

史を学ぶことが，他者を「他者」として，自己

を「自己」として語る「語り」として固定化す

ること，ひいては境界線とナショナル・アイデ

ンテイティを固定化する役割を担ってしまって

いるのだ。

このような歴史教育が抱える問題を考える場

合，歴史教育だけでなく，それを支えてきた

「公教育」の枠組みすらも批判的に検討しなけ

ればならない。今まで教えてきた歴史というの

は本当に“公”教育にふさわしいものだったの

だろうか。むしろ，そこで教えてきた歴史は国

民を育成するための自国の歴史といったいわば

“私"の領域のものともいえないだろうか。

本研究は，この「自／他」の「語り」に注目

することを通して公教育と歴史教育の関係を再

考し，公共的空間を創造する歴史教育の在り方

を探求することを目的とする。

II. 「公教育」と歴史教育

1. 「公」とは何か

では，「公教育」の中に含まれる「公 (public)」

という語旬はどのような意味を含んだ言葉なの
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だろうか。ハンナ＝アーレントは著書『人間の

条件』の中で，公的領域とは共通の事柄をつい

て自由に議論し決定していく場であり，私的領

域とは人々が生活し，生命を維持していく領域

であるとした。そして， 自由な議論ができる公

的領域にこそ政治が生まれるとアーレントはい

う。そこで生まれる政治とは，複数性（多数性）

を前提としている。これは一見すると当然のこ

とのように思えるが，非常に重要なことである。

何故なら，複数性がなければそもそも人々は

論と論とをぶつけて議論をする必要はないから

である。その複数性の中で，複数の異論を相互

に合意しあえるように調整する場が政治なのだ。

アーレントは，公共性概念を，議論を行なうう

えで異質なものを排除しない，すべての人に開

かれた自由なものとしてとらえていた。また，

アーレントは政治に生活保障の問題を持ち込む

ことの禁止，言い換えれば，公的領域から徹底

的に私的領域を排除することこそが， 自由＝政

治を成立させるための絶対条件だと考えた。

このようなアーレントの公共性の概念は， 日

本で普段用いる公共性の意味とかなりギャップ

があるように思える。日本において公共性とい

う言葉は，主に「公共事業」や「公共の福祉」

と同義語で使われ，私たちも行政や政府，国家

といった意味を多分に帯びたものと考えがちで

ある。しかし，公共性は本来「政府や国家」と

いう意味だけに限定されない， とても多義的な

言葉である。

公共性の特性に関して，市川昭午は①国家性

（国家に関係するもの， official), ②共通性（すべ

ての人々に関係するもの， common), ③公開性
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（誰に対しても開かれている， open) の三つに整

理している 1)。一般的に，「公教育」という場合

の「公」は日本では①の国家性を指す言葉を

して受け止められている叫

このように「公」は非常に多義的な言葉である

が，この三つの特性のどれが強調されるかは時

代や地域そして現在においても使われる文脈

によって大きく異なってくる。しかし，ここで

注意しなければならないのは②の共通性に関し

てである。一口に「すべての人々」といっても，

「すべての人々」という言葉が指し示す対象はと

ても曖昧である。実際「すべての人々」が示す

範囲は，①の国家性と③の公開性のどちらに立

脚するかで全く違ってきてしまうのだ。例をあ

げてみよう。「すべての人々」を②の国家性に基

づくものとするならば，「すべての人々」は国民

とほぽ同義とみなすことができる。だが，「すべ

ての人々」を③の公開性に基づくものとしたら

どうだろうか。「すべての人々」は決して国民の

みに限定されるものではなくなるだろう。

従来の「公教育」といった場合，「公」は①の

側面が強かったといえ，そこでは国民のみが教

育に関係する対象とみなされてきた。したがっ

て，「公教育」で目標とされるべきものは，自ず

と国民としてのアイデンテイティを育成するこ

ととなっていった。

2. 「公教育」の問題点

しかし，国際社会・多文化社会の進展がみら

れる今の時代において，求められる資質は様々

な背景をもった人々と共通の課題に関して議論

し，価値を共有していくこととなっている。そ

のため，近代国家成立以降これまで行なわれて

きた，構成員（国民）に共同体（国家）への帰

属意識を高める共通の目的とアイデンテイティ，

価値観，文化などを注入する「公教育」だけで

は不十分となってきている。

従来の「公教育」は国民の育成に重きを置き

すぎるあまり，同化が強制され，そこからはみ出

す異質な存在は無視されるか排除されていった。

つまり， 日本にいる限り，異質な「他者」の存

在は認められることはなかった。

この「他者」とは何も「われわれ」とは違う

とされるマイノリティや外国人などのいわゆる

「かれら」の存在だけを指すものではない。「わ

れわれ」とされる集団の中を見てみれば，本来

は多様な主体が存在するはずである。だが，「わ

れわれ」とされた瞬間，それら「差異＝他者性」

は隠蔽されてしまう。他者が存在しない空間を

「私的」空間だとするアーレントの言葉を借りる

なら，私たちがこれまで「公教育」と呼んできた

ものは，「国民の育成」という名のもと，差異を

もつことが許されなかった「私的」な教育だっ

たといえる。

このように個人より国家を優先する論理は，グ

ローバル化が進展した 1990年代からナショナリ

ズムによって「公共性」を再定義しようとする

日本の「公共性」論に多くみられる。齋藤純一

はこの「公共性」論の特徴として「公共性」を

「国民共同体」とみなす点をあげ，この「公共性」

論の立場にたつ小林よしのりらの主張には共通

見解があると述べている 3)。その見解とは，「国

民共同体」の課題は，戦後社会の「滅私奉公」精

神の衰退や過度な個人主義の進展によって破壊

されてしまった「公共性」をもう一度復活させ

ることであり，そのためには「祖国のために死

ぬ」覚悟を核心に置く市民＝公民としての徳性

を国家主導のもと積極的に涵養し，「私民」から

「公民」への脱皮をはかることが重要だというこ

とである。こうした小林らの「公共性」論が，

「内」と「外」を創り出すことによってはじめて

成立する基本的には閉じた領域である共同体を

自明の前提とすることで誰にでも開かれている

ことが成立条件であるはずの「公共性」を暗黙

のうちに排除していることは明らかである凡
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3. 戦前・戦後における「公教育」と歴史教育の

関係

さて，従来の「公教育」と，その一端を担っ

た歴史教育はどのように結びついていたのであ

ろうか。戦前においては，「公教育」の目的は

「臣民の育成」であり， 1890年に発布された教育

勅語はその理念を強力に後押しするものであっ

た。そのような「公教育」の中で歴史教育に求

められた役割は，当然「臣民の育成」に寄与す

るものでなければならなかった。戦前の歴史教

育は国史・西洋史・東洋史という三区分のもと

行なわれていたが，これらの歴史は「臣民の育

成」という通底する目的の下，天皇という「万

世ー系」の絶対的な存在への忠誠心を培うため

の神話に基づく日本の歴史，近代日本が倣うモ

デルとしての西洋の歴史， 日本が盟主として先

頭に立って指導していくべき東洋の歴史， とい

うように構造化されていたといえよう。

それが戦後になると，「公教育」は「臣民の育

成」から，「国民の育成」に主眼が切り替えられ

た。そのために，国民をまとめ上げる紐帯とし

て，戦前の天皇にとって代わる新たな概念であ

る「階級」や「民族」が重要なキーワードとなっ

た5¥

「国民の育成」という「公教育」の目的に基づ

き，戦後の歴史教育は日本史• 世界史という二

区分のもと行なわれたが戦後の歴史教育を通

して， 日本史の記述姿勢は，「日本」の歴史の存

在を前提として，私たちが住む日本列島という

地理的空間における歴史を記述するという一貫

性を有してきた。他方，世界史の記述において

も「日本」の歴史の存在は暗黙のうちに前提と

されており，それは現在にかけて大きな変化は

ない。それは来年度から施行される学習指導要

領の世界史Bの目標からも明らかである凡

世界の歴史の大きな枠組みと展開を諸資

料に基づき地理的条件や日本の歴史と関連

付けながら理解させ，文化の多様性・複合

性と現代世界の特質を広い視野から考察さ

せることによって，歴史的思考力を培い，

国際社会に主体的に生きる日本国民として

の自覚と資質を養う。

上の文章は一見，世界史を学ぶことはグロー

バル化が進む国際社会に生きていくうえで非常

に重要なものだとポジティブに解釈されている

ように見える。しかし，その文脈は同時に，「ナ

ショナル」な枠組は疑いえない「存在」である

こと， またそこに生きるのは「多様な個」では

なく，ナショナル・アイデンテイティを自明と

する「国民」であることを明示しているのであ

る。ここには「自国」と「他国」を明確に区別

する二元論が明確に見られる。

愛国心やナショナル・アイデンテイティの論理

が依拠する「自国」と「他国」の二元論は，少

なくとも次の二つの危険性を卒んでいる。一つ

は， この二元論が， 自国中心主義（「他国」に対

する優越感）を引き起こす可能性である。言うま

でもなく，その優越感は「他国」を支配する権

利や義務が自分たちにはあるという論理に容易

くすり替わる 7)。もう一つは，「自国」と「他国」

の二元論に立ったうえで成り立つ，「自国」の. . . . . . . 
「歴史を語る」という行為自体が持つ問題性であ

る。「一つ」の共同体の「歴史」を語るという行

為は，実は片方の手で「自国」と「他国」それ

ぞれの中に存在するはずのマイノリティを隠蔽．

排除しつつ， もう一方の手で個人の差異までも

を取り集め，「均質的な国民」を現象させてしま

う。つまり，その行為自体が本当は存在して

いるはずの「一つの共同体」内部の異質性・差

異性を隠蔽してしまうのである。そして，それ

は歴史が国境や民族ごとに分断され，それぞれ

の共同体ごとに「私有化」されることを意味し，

国や民族を超えた語りの可能性を閉ざしてしま

うのだ。

「自国」の歴史を語るときに用いられる「われ

われ」という主語は， まさにこの排除と取り集

めによって初めて成り立つ制度であろう。そこ

では「「私」を「われわれ」として知り，そう知
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．．．．．．． 
ることによって「私」を愛し，その愛によって. . . . . . . . . . 
「私」を所有しようとする「われわれ」」 8)が重要

視される（傍点五十嵐）。だとすれば，歴史の教

科書が用いる「われわれ（日本人）」や「日本」

の歴史といった，いわゆる「集合表象としての

歴史」の語りこそがこの問題を表象していると

いうことになる。

愛国心とナショナル・アイデンテイティが，

また，それら集合的アイデンテイティの涵養を

目的にしてきた歴史教育の語り自体が，このよ

うに意識的・無意識的を問わず暴力や差別を伴

う潜在性を秘めているとすれば，私たちはいか

にして「よりよい歴史教育」の在り方を検討し

ていくことができるのだろうか。

皿歴史教育における〈われわれ／かれら〉

1. 従来の歴史教育とその問題点

私たちはそんないとも簡単に自国を「自国」

と，他国を「他国」として分けることはできる

のだろうか。また，「われわれ」と「かれら」を

区別してお互いを確固たる存在としてみなすこ

とができるのだろうか。そして，そもそも現在

の政治的領域である自国／他国という区分を過

去から現在までの歴史に持ち込み，一方を「自
アイデンテ{7ァイ

己」に同一化し，他方を「他者」として外部化

して理解の対象とすることに妥当性はあるのだ

ろうか。

こうした語りには一つ重大なパラドックスが

潜んでいる。それは「日本人・日本国民」を主

語として語る際に生じる〈均質的国家観〉に関

わる問題である。つまり，「自国」と「他国」と

いう二分法を超えた歴史を構築しようと「日本」

対「他国」といったレベルでの対話がなされれ

ばなされるほど，本来は多様であるはずの「日

本」や「他国」内部に対する認識が一方で希薄

になってしまう危険性を芋んでいるのだ叫

そして多様な主体による語りが可能であるは

ずなのに，一度「自国」と「他国」という区別

ができると，「自国の歴史（ナショナル・ヒスト

リー）」としてその歴史的事象が「私有化」され，

「国民」や「国家」という一つの主体で語られた

ナショナルな「閉じられた歴史」となってしま

う。そうなると，必然的に国同士での「私的な」

歴史のぶつけあいが生じ，国境や民族を超えた

多様な主体による歴史の語りの可能性は閉ざさ

れる。特にナショナル・ヒストリーに基づく語

りは〈均質的国家観〉に陥りやすく，「自国」と

「他国」の中を，過去から現在に至るまであたか

も〈均ーな国民〉しか存在しないかのように記

述する傾向が強かった 10¥
したがって，ここで私たちが問題とすべきは，

現在の歴史教育が前提としている自国／他国，わ

れわれ／かれらという境界自体を問うことにあ

る。そして，これまで自国民のために内側へと

語っていた「閉じられた」歴史を改め，「開かれ

た」歴史を創造するために私たちに必要なこと

は，①歴史の語りの中で用いられる「われわれ」

と「かれら」が指し示す範囲の内実を明らかに

し，②境界がいかなる目的のもとで引かれてい

るかを問い，③その境界に基づく歴史の語りの

妥当性を問いつつ，世界史におけるよりよい歴

史の語りの在り方を考えていくことではないだ

ろうか。

2. 公共的空間を創造する歴史教育の先行研究

世界史授業構成の研究は，専ら「どのような

他国の歴史を学べばより他者を理解できるか」

といった問題意識に基づいて進められ，そもそ

も自他の二元論自体を，つまり「かれら」と区

別された「われわれ」（「日本」や「日本人」）と

いう「語り」自体の正当性を批判的に捉える提

案は少なかったといえる。

だが，その中で宮薗衛は， これまで「われわ

れの歴史」として語られてきた日本の歴史の在

り方を問い，「共生」と「対話」を原理とする歴

史授業構成の枠組みを提案している 11¥
自国の戦争の歴史は， 自国中心的傾向を

帯び，時として他国への共感や関心が弱く，
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他国のことは忘却しやすい典型的事例であ

る。

戦争の犠牲者の記憶・記憶の仕方にそれ

はよく表れている。戦争で殺した相手のこ

とは忘れ， 自国の戦死者のみを記憶し追悼

するというのは， 日本の場合だけではな<.

近代国民国家に共通する一般的常識とされ

てきた。そこでは戦争の事実を巡ってと

もに議論し，共生社会のあり方について対

話する公共的空間を形成することは容易で

はない。

犠牲者の記憶・記録は国境や民族によって差

別され， 自国・自民族にとって都合の良いよう

に物語化される。そこで宮薗は，「自国民中心の

戦争の記憶を克服し，国家や民族を超えた歴史

認識と歴史の対話を切り開くためにはどのよう

な形で戦争の記憶を留める方策があり得るのか。

またそれにはどのような教材が求められるのか」

という問題意識から，沖縄の「平和の礎」に着

目する。宮薗はこの「平和の礎」が歴史認識・

歴史意識形成に果たす積極的役割を取り上げ，

そこから，沖縄戦の教科書記述の公的データと

して採用されている 1976年 3月発表の「沖縄県

援護課統計資料」（以下，県援護課統計）と「平

和の礎」に刻銘された人々の様相とを比較する

中から，「平和の礎」の戦争の記憶・記録の仕方

の今日的意義，そして，そこから見えてくる沖

縄戦の歴史の多様性を明らかにし，「沖縄戦の実

相」を豊かに描き出そうとしているのである。

「平和の礎」とは， 1995年に沖縄県平和祈念公
まぶに

園（糸満市摩文仁）内にアジア太平洋戦争と沖

縄戦終結 50周年の記念事業として作られた記念

碑である。そこには，判明している沖縄戦の犠

牲者 241,167人（平成 24年6月23日現在）が条. . . . . . . . . 
て一人一人固有名で刻銘されている（表 1)12)。

表 1 平和の礎刻銘者数（平成24年 6月23日現在）

出身地 刻銘者数

沖 縄 県 149,246 
日本

県 外 77,349 

米 国 (USA) 14,009 

英 国 (UK) 82 

外国 ムロ 湾 34 

朝鮮民主主義人民共和国 82 

大韓民国 365 

A ロ 計 241,167 

（沖縄県平和祈念資料館ホームページをもとに筆者作成）

宮薗は「平和の礎」の特徴を以下の 2点に要

約している叫

(1) 全ての人を 1人 1人の固有名で刻銘する

もので，反匿名化・反数量化・反抽象化と

いう方向を明確にしていることである。. . . . . . 
(2) 沖縄戦の全ての戦没者を記憶の対象とし

て刻銘するという方法をとっていることで

ある。（傍点引用者）

宮薗は，「個人として全ての名を記録する」単

純明快な刻銘原理が排除と差別を否定するとし，

「平和の礎」と靖国神社の合祀方法との比較をす

る。靖国神社では毎年 8月 15日に全国戦没者追

悼式が行なわれており，そこでは外国との戦争. . . . . . . 
で日本の国を守るために斃れた自国の戦没者の
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みを追悼する方法が採られている。つまり，わ

れわれの死者／かれらの死者という選別をした

うえで，前者のみを合祀しているのである 14)。

それに対し，「個人として全ての名を記録する」

「平和の礎」は，靖国神社の合祀方法とは明らか

に異なるものであり，脱匿名化・脱ナショナリ

ズムの追悼方法であると宮薗は述べる。

では，何故「個人として全ての名を記録するこ

と」が排除と差別を否定し，対話を進める可能

性を秘めているのだろうか。それは「誰かを排

除することなく 1人の人間として全戦没者を刻

銘の対象にするという極めて明快な原則を持つ

が故に，同じテーブルについて「平和の礎」の

刻銘方法の在り方そのもの，そして戦争の意味，

また歴史教育の在り方について対話する回路が

開かれている」 15)からだと宮薗は述べる。それ

故「平和の礎」は，沖縄戦で命を落とした全て

の人々の死を，「日本人の死」や「県民の死」，

「日本兵の死」といった国家や民族に基づく抽象

的存在の死として語ってしまう教科書記述や私

たち自身への内的反省を促す恰好の題材なのだ

というのである。

一方，沖縄戦において多くの小中学校教科書

記述の根拠にもされる県援護課統計では，全戦

没者数は 200,656人となっている。そして，従来

の教科書の記述にみられた「沖縄県民犠牲者 12

万人」説は，県援護課統計の沖縄県出身軍人・

軍属 (28,228人）と沖縄県民 (94,000人）を合

わせた数に基づいている 16¥

しかしながら，県援護課統計にはいくつか問

題がある。一つ目は，この沖縄県民の犠牲者数

94,000人という数は，昭和 19年と昭和 21年の人

口から算出された推定値である点である。これ

は，県出身軍人・軍属が一桁まで明記されてい

ることとは対照的である。宮薗の指摘する通り，

同じ沖縄県民でも「一般住民は歴史的存在すら

証明されることなく忘却の対象とされて，歴史

の彼方に置き去りにされてきた」 17) のだ。ここ

に戦死者を軍人・軍属と一般住民とに区別す

るだけでなく，両者に対する眼差しの中に大き

な落差が見える。二つ目は，沖縄で亡くなった

旧植民地出身者（朝鮮人・台湾人）を排除して

いる点である。戦争勃発当時「日本人」とされ

た人々には日本列島の人々だけでなく，植民地

であった朝鮮半島や台湾出身の人々も含まれて

いた。彼（女）らの多くは国家総動員法以来

強制連行され，差別を受けながら「日本人」と

して労働に従事させられていたのである。だが，

実際にこの援護課統計に載せられているのは現

在の日本及びアメリカの死者のみであり，朝鮮

半島や台湾出身の人々は意図的に統計から排除

されている。

そうした反省から，「平和の礎」建立の際に

は，従来差別されてきた一般市民にも眼差しが

向けられており，これまでの推定値を改めるべ

く，沖縄県の全市町村で行なわれた戦災実態調

査に基づいて刻銘されている。同様に，忘却の

対象となっていた旧植民地出身者にも光が当て
ホンジョンピル

られ，韓国では明知大学洪鐘秘教授が沖縄県の

依頼を受けて，身元確認と遺族の同意を求めて

刻銘作業に取り組んできた 18¥

「平和の礎」の追悼方法は，従来戦没者を記

憶し，追悼する際にみられた敵／味方，軍人／

民間人， 日本国民／外国人の区別を否定するも

のだといえる。だからこそ，宮薗は「平和の礎」

がこれまでの沖縄戦の日本人中心の記憶を相対

化する可能性を秘めているものとして高く評価

しているのである。

N. 授業化にあたって

1. 「平和の礎」を巡る問題

本節では「平和の礎」を授業化する際の視点

を提示する。

まずは，授業化する際の視点を提示するにあ

たり，宮薗の研究に加え，摩文仁の丘を巡る言

説と実践の分析を行なった北村毅の研究 19) も参

照しながら，「平和の礎」建立を巡る構想段階か

ら現在までの議論を整理する。
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「平和の礎」を巡る議論は大別すると二つに分

けられる。それは， (1)「誰を刻銘するか」とい

う議論に関するものと， (2)「平和の礎」を巡る

言説に関するものである。

(1) 「平和の礎」の刻銘に関するもの「誰を刻銘

するか」

① 誰が刻銘されたか

「平和の礎」にその名が刻まれる者は，敵と味

方，軍人と民間人， 日本国民と外国人の区別・. . . . 
差別なく，沖縄戦における全戦没者である 20)。

だが，実際には，「沖縄戦における全戦没者」で

はないにもかかわらず刻まれた者と，「沖縄戦に

おける全戦没者」にもかかわらず刻まれなかっ

た者が存在した。「沖縄戦における全戦没者」で

はないにもかかわらず刻まれた者とは，「沖縄県. . . 
出身者に限り，満州事変に始まる十五年戦争の

期間中に，県内外において戦争が原因で死亡し

た者」であった。つまり， 日中戦争期に中国で

死んだ者でも，沖縄県出身者であれば「平和の

礎」に刻まれたのだ。反対に，「沖縄戦における

全戦没者」にもかかわらず刻まれなかった者は

次の二つのグループである。

i)ハンセン病元患者

ii)韓国人戦没者

ハンセン病元患者は，刻銘されていない事実

が新聞で大きく取り上げられ，その後患者のプ

ライバシーに配慮しつつ， 2001年にはじめて

刻銘された。韓国人戦没者については，韓国の

遺族の中には刻銘を拒否する者も存在する。刻

銘拒否の理由として，沖縄戦での韓国人戦没者

調査を行なっている洪教授は次の三点を指摘す

る叫一点目は，財産相続にかかわる法律上

の手続きの問題のためである。韓国では外国で

死亡した場合，その遺産の相続は裁判での判決

に基づくものとされるため，今さら持ち出され

ては困るという人がいるのだ。二点目は，遺族

が公職に就いているケースである。日帝時代に

日本軍に加担したというのが強制連行された

人々に対する韓国人の一般的な見方であり，遺

族であることを知られては職業上まずいという

思いがあるのだという。三点目は，公務員でな

くとも同様に， 日本軍に協力した家族の子孫と

してレッテルを貼られることを恐れる人々がい

るということだ。村の中で不名誉な視線を浴び，

縁談などにも悪影響を及ぼすこともあるという。

このような影響から，朝鮮半島から強制連行さ

れてきた軍夫や従軍慰安婦の人々の多くは，未

だ刻銘されずに「空白」となっている。. . . . . . 
反面，「沖縄県出身者に限り，満州事変に始ま

る十五年戦争の期間中に，県内外において戦争

が原因で死亡した者」は，沖縄戦の全戦没者記

念碑という「平和の礎」の性格を曖昧なものに

してしまっている。

② 誰がどう分けられているか（刻銘方法）

刻銘方法を巡っては様々な要請が出されてい

たが竺最終的には当初の方針通り死者を出身

地（国・地域都道府県，市町村）ごとに刻銘す

ることで決着した。「平和の礎」の役割と機能は

「戦争の事実を記録すること」を最優先させ，沖

縄戦の実相に関する解説は，「平和の礎」と一体

の施設として位置付けられた平和祈念資料館で確

認することとした。

(2) 「平和の礎」を巡る言説

① 政治空間における「語り」

除幕した「平和の礎」はその後どのように語

られたのだろうか。北村毅は，クリントン大統

領（当時）が2000年の沖縄サミットで敵味方の

区別なくあらゆる戦死者の名前を刻んだ「平和

の礎」が「強い人類愛を示している」と評価し，

「過去五十年間， 日米両政府は，礎の精神に基づ

いて，その責任を果たすために， H米関係を維

持してきた。そして，それによって，アジアの

平和が守られてきたのである」と演説したこと

に対して批判を行なっている 23)。ここでは，「平

和の礎」が掲げた「平和の理念」が，軍事基地

の存続という武力によってこそ保たれていると
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される「アジアの平和」へと接続され，「平和の

礎」が本来掲げる「平和」とはかけ離れたもの

となり 24¥日米安全保障条約や基地を正当化す

る論理へとすり替えられてしまっている。

このような米政府に対し， 日本政府側の当時

の小泉純一郎首相は， 2002年の沖縄戦「終戦」

（日本軍の組織的戦闘の終結）を記念する「慰霊

の日」 (6月23日）の「沖縄全戦没者追悼式」で

の「あいさつ」で，「沖縄における米軍の存在は

わが国のみならずアジア太平洋地域の平和と安

定に大きく貢献している」と発言した。つまり，

米政府と同じ認識を日本政府もまた持っている

ことを強調したのだ。

クリントン大統領及び小泉元首相の発言は，先

の大戦の反省から一切の武力を否定するに至っ

た“沖縄のこころ"を無視し，「平和の礎」の理

念すらも巧みに既存の日米関係を正当化する論

にすり替え，沖縄に米軍基地がある現状を肯定す

る。これにより，「戦没者という尊い犠牲があっ

たからこそ，われわれは今日の「平和」や「繁
マスター・ナラティヴ

栄」を享受できる」という「大きな語り」のも

と，「沖縄という尊い犠牲があったからこそ，わ

れわれは今日のアジアの「平和」や「繁栄」を

享受できる」という陳腐な語りが再生産される

こととなった。この語りは，「靖国に祀られてい

る人々の尊い犠牲があったからこそ，われわれ

は今日の日本の「平和」や「繁栄」を享受でき

る」という靖国のレトリックと全く同じである

ことが注目される 25¥

本来，「平和の礎」及びそれと補完関係にある

平和祈念資料館は，ゼロ戦や人間魚雷等が展示さ

れている靖国神社の境内に併設された遊就館の

ような軍事博物館や，前章でも述べた「沖縄の

靖国化」といった状況に対するアンチテーゼと

して建設されたはずであった。それにもかかわ

らず，「平和の礎」は，その刻銘基準故に，建立

当初から「靖国化」の危険性が懸念され，実際，

常に「靖国化」の危機に晒されてきたのである。

②新資料館の「語り」ー展示の改ざん一

「平和の礎」及び平和祈念資料館が建設された

当初の理念は，一連の平和事業を推進してきた大

田知事に代わって稲嶺恵一知事が新しく就任す

ると，大きく歪められていくこととなる。それは

沖縄開館前の 1999年 7月の平和祈念資料館展示

改ざん問題を端緒とする。その中で，特に展示内

容で問題となったのは，沖縄戦時のガマ（自然洞

窟）内の模型に関する以下の 2つである 26¥

・沖縄戦時のガマの中の様子を描いた「ガマで

の惨劇」の壕模型から，住民に銃剣を突き付

けていたはずの日本兵の銃剣が取り外された。

・コンデンスミルクに青酸カリを入れた容器を

持って自決を強要する衛生兵が壕の中から取

り除かれていた。

そこでは，変更された展示内容もさることなが

ら，平和祈念資料館の展示解説の在り方を決定

する監修委員会で展示基本案が了承されたにも

かかわらず，その展示模型の見直しが監修委員

会に無断で進められたことが問題視された。沖

縄戦でガマに避難した住民に対し泣き叫ぶ幼児

の口封じとして銃剣を向けた事例や，銃剣で刺

殺される幼児を見たという体験者の証言は，沖

縄では広く知られている事実である。監修委員

会は，これらの証言や調査研究に基づいて，銃

剣をむける日本兵の模型を展示することを了承

して決定した。だがその後の県庁職員による

県三役への展示内容の説明内での「事実ではあ

るが余りに反日になってはいけない」「沖縄も日

本の一県にすぎないので， 日本全体の展示（記

述）についても考えなければならない」 27) との

知事の発言をきっかけに，事務局によって独自

に展示作業の見匝しが行なわれていたのだ。こ

うした稲嶺知事の発言及び展示作業の改ざんは

明らかに沖縄に対する中央を意識してのもので

あり，これに対し荒川章二は，当時間近に迫っ

ていた沖縄サミットとの関連を指摘し，「知事は

サミットに集まった日本政府関係者の評価を気

にしていたようだ（また普天間基地の県内移設

をめぐる日本政府への交渉問題もあったと思わ
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れる）」 28) と述べている。

開館後の 2001年 1月にも，県が旧資料館の屋

外に展示されていた旧日本軍酸素魚雷や米軍戦

車のキャタピラを再設置した。これに対して，

新資料館の監修委員会の委員による批判や平和

団体等の抗議行動が相次いだが， これらの兵器

は未だに展示されている。

2. 授業化の視点

では， こうした「平和の礎」をどのような観

点で授業構想していけるだろうか。

そもそも本論文の目的は，第 1章でも取り上

げていたように，「歴史教育において公共的空間

をいかに創造していくか」ということであった。

だが，従来の歴史教育は，意図するとせざると

を別にして，結果としてはむしろ私的空間（＝

ナショナル・アイデンテイティ育成の場）を創

造することに加担してきたものだったといえる

だろう。

「公共的空間を創造する歴史教育」とはいかな

るものであろうか。それは，筆者が「公共的空

間」にこれほどにまでこだわることと同義であ

る。筆者が「公共的空間」にこだわるのは，そ

こが唯一「私」が存在できる空間であるからだ。

これは一見矛盾する言い様かもしれない。しか

し，第 1章でも述べたように，私的空間では

「私」に先行して「国家」や「国民」が存在し，
アイデンティファイ

「私」はそこに同一化され，集合的表象〈われわ

れ〉に回収されてしまうほかない。「私」と国家

が固く結びついて癒着し，離れられなくなった

ら，人間はどうなるのだろうか。それは国家

に生も死も自らの名前それ自体＝アイデンティ

ティすらも管理されるということに他ならない。

この「私」と国家が強固に結びつく最たる例

が戦争である。ベネデイクト＝アンダーソンは

『想像の共同体』で見事にその様子を描き出して

いる 29)。

今世紀の大戦の異常さは，人間が類例のな

い規模で殺し合ったということよりも，途方

もない数の人々がみずからの命を投げ出そ

うとしたということにある。こうして殺さ

れた人々の数が，殺した人々の数をはるか

に上まわったことは確実ではないだろうか。

究極的〔自己〕犠牲の観念は，宿命を媒介

とする純粋性の観念をもってのみ生まれる。

戦争は人々を「誰 (who)」としてではな<.

「イ向がとして (aswhat)」動員していく。つまり，

人々は固有名をもった個人ではなく，「日本国民

として」戦争に動員されていったのである。こ

の「何かとして」相対する一敵／味方， 日本国

民／アメリカ国民軍人／一般住民であるーか

らこそ，人々は〈殺す／殺される〉。戦争におい

て，人々は「誰」としてではなく，「〈何か〉と

して」死んでいく。それが戦争なのだ。そして，．．．．． 
彼らは「国のために死んだ」のである。

しかし，死者たちはその後再び「〈何か〉とし

て」意味づけられた形で蘇生させられ，所有さ

れるのである。数ある刻銘方法の中から出身地

別刻銘が選ばれた理由は，死亡地刻銘では出身

地が特定できない可能性があったり，原爆犠牲

者ではプライバシーの問題がつきまとったりし

て容易ではないからだろう。それよりは名簿等

に基づいて出身地ごとに刻銘したほうが全戦

没者を刻銘するという「平和の礎」の理念に沿

う形となるともいえる。

だが，一方で，この方法は近代国民国家成立

以降の記念碑にみられる，〈われわれの死者／わ

れわれではない者の死者〉に分けようとする欲望

に私たちを駆り立てるだろう。現在の〈われわ

れ／かれら〉の基準をもとに死者たちは〈わ

れわれの死者／われわれではない者の死者〉と

区分され，一方は追悼・記憶され，他方は忘却

される。追悼というと聞こえは良いが，「誰」が

死んだかを刻んだはずの「平和の礎」が，彼を

「イ向としを死んだか」を記憶する場として立ち現

われてしまうのだ。死者は「誰」ではなく，「何

かとして」再び確定される。これは死者の二度

目の「死」ともいえる。そこでは 1人 1人の差
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異は抹消され，摩文仁の丘にあるその他多くの

慰霊塔と同様に「殉国美談」に使われる危険も

生じるかもしれない 30)。

全戦没者の刻銘が目的だとすれば，全戦没者

はただ機械的に記銘されてもよいはずである。

それにもかかわらず，実際には現在生きている

人々からの要請で「誰が刻銘され」，「どう刻銘

されるか」が決められているのだ。これは，「死

者の私的所有」である。そして，死者が「誰」. . . . . . 
ではなく，「何として」死んだかが歴史的事実と．．．．．．．．．．．．． 
して歴史教育の中で語られるとき，つまり，再

所有されるとき，彼らは三度目の「死」を迎え

るのだ。

本来，「平和の礎」への刻銘は，「〈何か〉とし．．．． 
て」死んだ 1人 1人が，彼の名前を取り戻す作

業に他ならない。固有名のみを刻む「平和の礎」

は，それに対峙する私たちに，沖縄戦で人々が

「〈何〉として」死んだのではなく，「誰」が死ん

だのかを教えてくれる。それは，「われわれの」

物語を構成するか否かという線引きによって戦

争の無数の記憶を抹消していく改ざん＝私有化

を拒否するだろう。また，それは「戦争の犠牲

のうえに今の「平和」や「繁栄」がある」とい

うひどく単純化されたレトリックを問い，様々

な語りに開かれた記憶の在り方を模索する力を

養うだろう。

テッサ・モーリス＝スズキは，変化しつつあ

るグローバルな秩序の中で，戦争を記憶する新

たな場と実践を発明するのにふさわしい場所の

条件を以下のように述べている 31)。

だが記憶を害もなく中毒にもならない

何かに転化するこうした試みは，まず死者

の多様性と戦争体験の複雑さを認識するこ

とから始めなければならない。「我々の死

者」と「彼らの死者」との境界をまたぎ越

すこと，その経験の違いを否定することな

く共に記憶すること，その方法が見出され

なくてはならないのだ。

「平和の礎」は，まさにスズキのいう「「我々．．．． 
の死者」と「彼らの死者」との境界をまたぎ越

すこと，その経験の違いを否定することなく共．．． 
に記憶する」（傍点引用者）場，すなわち開かれ

た公共性の場を目指したとはいえないだろうか。

「現実に生きた人間たちの過去の体験に，人々

の恐れや痛みをその矛盾に満ちた多様なありさ

まそのままに向き合うこと」 32) は，過去に対峙

する私の姿勢を示しているだけではない。今は

亡き死者とどうやって向き合っていくかは同時

に現在を生きる他者，あるいはそれらの他者

たちと共に， どんな未来を志向していくのかと

直結しているのである。

V. 本研究の成果と今後の課題

本稿で明らかになったことは，以下の点である。

第一に，従来の「公教育」の中で行われてい

た歴史教育は， 日本史• 世界史を問わず，自国

／他国，われわれ／かれらという境界を前提と

している。その限りにおいて，こうした歴史の

「語り」は，その境界自体を問おうとしない，ナ

ショナル・アイデンテイティを涵養するための．．． 
私的な教育に帰結する可能性を排除できない。

こうした方向性は，当然のことながらグローバ

ル化の進展する世界で，歴史教育がこれまで絶

対視してきた境界と語りの妥当性を改めて問い

に付すものである。第二に，「公共的空間を創造

する歴史教育」を実践していくうえで，歴史の

「語り」を具現化するものとしての「平和の礎」

や平和祈念資料館といった歴史的資料や展示の

在り方自体を検討するが重要な手がかりになる

という提示である。とりわけ「平和の礎」をめ

ぐる拮抗状態は，公教育における公共的空間の

問題化にとって非常に重要である。

本稿で扱った「沖縄戦の記憶をどう共有して

いくか」という筆者の関心に近いものとして，現

在，「真珠湾の歴史・記憶」をテーマにした， 日

米の教員ワークショップの試みがある 33)。こうし

た実践の分析を進めるとともに，沖縄戦の記憶，

ひいては戦争の記憶をどう共有していくかという

テーマを，より授業案という実践レベルにおいて

具体化していくことが今後の課題である。
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